
○神戸市指定障害者支援施設の指定の基準等並びに指定障害者支援施設の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例  

平成 24年 12月 21日  

条例第 50号  

（趣旨）  

第１条  この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17年法律第 123号。以下「法」という。）第 38条第３項（法第 39条第

２項及び第 41条第４項において準用する場合を含む。）において準用する法第

36条第３項第１号の規定に基づき指定障害者支援施設の指定の基準等を定め、

法第 44条第１項及び第２項の規定に基づき指定障害者支援施設の人員、設備及

び運営に関する基準を定めるものとする。  

（指定障害者支援施設の指定の基準等に係る条例で定める者）  

第２条  法第 38条第３項（法第 39条第２項及び第 41条第４項において準用する場

合を含む。）において準用する法第 36条第３項第１号に規定する条例で定める

者は、法人とする。  

２  前項の法人は、暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」

という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。第４

条において同じ。）がその事業活動を支配するものであってはならない。  

（施設障害福祉サービスに従事する従業者及びその員数に関する基準）  

第３条  法第 44条第１項に規定する条例で定める基準（同条第３項第１号に係る

ものに限る。）は、次条に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及

び運営に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 172号。以下「基準省令」という。）

第１条第１号に定める基準に定めるところによる。  

（管理者に関する基準）  

第４条  基準省令第 40条第１項の規定に基づき置かれる管理者は、暴力団員等で

あってはならない。  

（指定障害者支援施設に係る居室の床面積に関する基準）  



第５条  法第 44条第２項に規定する条例で定める指定障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準（同条第３項第２号に係るものに限る。）は、基準省令第１

条第２号に定める基準に定めるところによる。  

（指定障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者のサービスの適切

な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものと

して厚生労働省令で定めるものに関する基準）  

第６条  法第 44条第２項に規定する条例で定める指定障害者支援施設の設備及び

運営に関する基準（同条第３項第３号に係るものに限る。）は、次条に定める

もののほか、基準省令第１条第３号に定める基準に定めるところによる。  

（内容及び手続の説明及び同意）  

第７条  前条の規定に基づき基準省令第７条第１項の規定を適用する場合におい

ては、同項中「勤務体制」とあるのは、「勤務体制、サービスの提供に当たっ

て利用申込者が支払うべき費用の内容（当該費用の算出根拠及び支払方法を含

む。）」とする。  

（法第 44条第３項各号に掲げる事項以外の事項に関する基準）  

第８条  法第 44条第１項又は第２項の規定に基づき条例で定める基準（同条第３

項各号に掲げる事項以外の事項に係るものに限る。）は、第 10条及び第 11条に

定めるもののほか、基準省令第１条第４号に定める基準に定めるところによる。 

第９条  削除  

（利用者の計画的な受入れ）  

第 10条  指定障害者支援施設の設置者は、利用者の計画的な受入れに努めるとと

もに、日々のサービスの提供に必要となる職員の配置に努めなければならない。 

（指定障害者支援施設が設ける便所に関する基準）  

第 11条  便所については、基準省令第６条第２項第６号に定めるところによるも

ののほか、ブザー又はこれに代わる設備を設けなければならない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成 25年４月１日から施行する。  

（経過措置）  



２  この条例の施行の際現に存する指定障害者支援施設については、当分の間、

第 11条の規定は適用しない。ただし、この条例の施行日以後に増築の工事に着

手された部分、改築の工事に着手された部分その他の建物の構造を変更する工

事に着手された部分については、この限りでない。  

（基準省令の附則等により特例が定められている場合の取扱い）  

３  次に掲げる規定（以下「附則特例規定」という。）において基準省令の規定

の特例が定められている場合においては、この条例の規定の適用により適用さ

れることとなる基準省令の規定について、附則特例規定を準用する。ただし、

この条例に別段の定めがある場合は、この限りでない。  

(１ ) 基準省令の附則の規定  

(２ ) 基準省令の一部を改正する内容を含む厚生労働省令その他の省令の附則

の規定  

附  則（平成 25年３月 29日条例第 81号）  

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月 29日条例第 55号）  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

 


